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表紙は語る

昭和14年に完成し、昭和30年に役目を終えてからもなお幻想
的に姿を残し続けるタウシュベツ川橋梁。糠平湖ダムの水位
によりその姿を変えるが、こちらの風景は秋と干ばつが重な
ることでしかみることができません。
今年、さらなる橋の崩落が見られました。この姿を見られる
のも、もう長くないかもしれません。

撮影者：清水　麻衣
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　本日ご来賓として、釧路地方法務局　竹村局長を
始め、神総務課長、濱村首席登記官、釧路司法書士
会中川副会長、日本土地家屋調査士会連合会荒木理
事にお越しいただいています。
　さて、昨今の日本の情勢ですが、国家の大きな課
題でもある「所有者不明土地問題の解消」を推進す
るため我々土地家屋調査士制度、不動産登記制度も
大きく変わってきています。令和４年度には、「筆
界確認情報の取り扱いについて」の通達が出ました。
北海道内及び釧路地方法務局管内では取り扱いに変
更は無いという事で土地建物実地調査要領の改訂は
ありませんでしたが、会員の皆様は内容をしっかり
理解されてますでしょうか？
　令和５年度には相続土地国庫帰属制度が開始とな
りました。土地家屋調査士法第３条の業務対象にあ
たらないため申請書作成代行から土地家屋調査士は
除外されましたが、現地の特定等、アドバイザーと
しては関わる事は可能です。開始から５年後には制
度の見直しがありますので、皆様しっかりと理解し
依頼者対応をお願いします。
　そして令和６年４月１日からは「相続登記の義務
化」が開始となりました。所有権移転登記に付随す
る建物の表示に関する登記、分筆登記など土地家屋
調査士が関わる事になる申請手続きも多数あります
ので、こちらに関してもしっかりとした対応をお願
いします。
　所有者不明土地問題と並んで空き家対策に関する
諸問題がありますが、釧路会としてはあまり積極的
な対応をしていないことはご存じでしょうか？これ
は建物の耐震基準が原因となります。建築基準法で
は新耐震基準は昭和56年からとなります。取壊し等
の滅失登記であれば問題はありませんが、古い建物
を利用する業務に関わる際は十分注意してください。
　現在公表されている情報ですが、令和７年度より
登記所備付地図作成作業が第３次10か年計画に移行
します。次の10年は災害対策、震災対策を目的とし
た地図作成作業になるとの情報があります。同じく
地籍調査においても、災害、震災対策が盛り込まれ
ていくようです。地図作成に関しても日本の政策方
針が色濃くなっていきそうです。

　さまざまな点が日々変わっていきますが、業務に
必要な新しい情報は理事全員が目を通し皆様に発信
しています。またいつでも情報を見ることが出来る
ように、釧路会ウェブサイトを充実させています。
皆様におかれましては情報を放置することなく業務
に役立ててください。
　本年度は４月に各支部において研修会が開催され
ました。会員数が減少している中、研修会の準備も
大変ではありますが、支部活動は非常に重要なこと
ですから支部長、役員を中心に地域を盛り上げるよ
うな活動をお願いしたいと思います。
　今後の北海道ブロックの事業計画ですが、「ほっ
かいどう地図・境界シンポジウム」は隔年開催とな
りました。そして開催されない年度は北海道ブロッ
ク独自で新人研修会を開催することになりました。
中央集合型では足りない部分を補足するための研修
会です。
　釧路会の全体研修会に関しては本年度も２回開催
する予定です。業務・研修部会がさまざま検討し皆
様をお迎えしますので、必ず出席をお願いします。
　総会議案書最終ページをご覧ください。釧路地方
法務局管内で提出された我々が関与した表示に関す
る登記の申請件数が、過去３年間で大きく減少して
いることがわかる資料です。非常に残念な記録とな
りますが、現実です。昨年度の全体研修会で報酬に
ついて皆様と共に考えました。改めて報酬について
考えるきっかけが数字となって出ていますので、後
ほどご覧ください。
　最後となりますが、本日の総会後の懇親会には来
賓の皆様にご参加いただきます。私が入会し25年が
たちますが、法務局からのご出席は初めてのことと
なります。非常に楽しみです。
　それでは本日の定時総会、各種議案がありますが、
活発なご意見をいただけるよう皆様よろしくお願い
します。

御 挨 拶
釧路土地家屋調査士会

会 長 松 田 　 整
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本日、令和６年度釧路土地家屋調査士会定時総会
が会員の皆様の御出席の下、盛大に開催されました
ことを、心からお喜び申し上げます。
また、釧路土地家屋調査士会及び会員の皆様には、
日頃から表示に関する登記や土地の筆界の専門家と
して、法務行政の円滑な運営に格別の御理解と御協
力を賜り、この場をお借りしまして厚くお礼申し上
げます。
先ほど、永年にわたり土地家屋調査士として適正
にその業務に従事し、土地家屋調査士制度の発展と
法務行政の運営に寄与された方に対しまして、表彰
をさせていただきました。これまでの御功績に敬意
を表しますとともに、心からお祝い申し上げます。
本日は、せっかくの機会ですので、最近の法務行
政をめぐる情勢と法務局の主な取組について、簡単
に御紹介させていただきます。
第１に、「所有者不明土地の問題の解消に向けた
取組」についてです。
本年４月１日から、相続登記の申請義務化がスタ
ートしました。これまでも、その認知度向上に向け
た周知・広報活動を行ってまいりましたが、法務省
では、本年度におきましても、より一層の取組を行
っていくこととしております。
これら所有者不明土地問題の解消のための取組は、
法務局だけでは成し得ることができず、土地家屋調
査士の皆様との連携が不可欠です。引き続き会員の
皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
第２に、「法務局地図作成事業」についてです。
昨年度は、北見支局管轄の北見市美山町南・東地
区について２年目作業を実施し、99％を超える確定
率で登記所備付地図を作成することができました。
また、本年度は、本局直轄管内の釧路市春採１丁
目から３丁目において、２年目作業を実施しており
ます。
作業に携わっていただいた会員の皆様には、作業
実施区域内の測量、土地所有者様との現地の境界立
会いなど、地図作成作業の実務担当者として御尽力
をいただき、この場をお借りして厚くお礼申し上げ
ます。
所有者不明土地問題の解決のためにも、土地に関
する重要な情報基盤である法務局地図の作成事業を、
皆様の力をいただきながら、更に進めていく必要が
あります。この地図作成事業については、現行の10

か年計画が令和６年度で終了することを踏まえ、昨
年９月に「法務局地図作成事業の今後のビジョン検
討会」が立ち上げられ、本年１月に提言が公表され
ました。法務省では、これらの提言を踏まえ、本年
３月29日に「次期地図整備計画の策定に向けた基本
方針」を策定しました。現在、この基本方針に基づ
き令和７年度からの次期地図整備計画の策定を進め
ているところです。会員の皆様におかれましては、
地図作成事業の更なる推進に向けて、引き続き積極
的な御協力をお願いいたします。
第３に、「筆界特定事件」についてです。
筆界特定事件は、全国で毎年2,000件近く申請さ
れており、筆界特定制度が国民の皆様に定着してき
ていると考えております。
筆界特定制度は、筆界の認定について高い知識を

有する皆様の協力なくして円滑な運用は困難なもの
と考えていますので、引き続き御支援と御協力をお
願いいたします。
第４に、「登記のオンライン申請の利用促進」に

ついてです。
本年３月25日及び29日には大規模なシステム障害

が発生いたしました。特に29日の障害では、年度末
最終日にオンライン申請の受付がされないといった
重大な事象が確認されており、会員の皆様及び国民
の皆様には多大なる御迷惑をお掛けしたことをお詫
び申し上げます。
現在、法務省において、原因究明と再発防止の対

策に全力を挙げて取り組んでおります。また、より
使いやすいシステムとなるよう、その改善にも精力
的に取り組んでいるところです。
直接システムを活用されている会員の皆様の声は、

これらの取組を前進させる大きな力となります。オ
ンライン申請に関する御意見、御要望等ございまし
たら、是非ともお近くの法務局にお寄せいただきま
すとともに、今後とも、オンライン申請の利用促進
に向けた取組への御理解と御協力をお願いいたしま
す。
結びに当たり、今後とも、会員の皆様がその専門

的知識を活かし、御活躍されることを期待しますと
ともに、釧路土地家屋調査士会のますますの御発展
と会員の皆様の御健勝を心から祈念申し上げ、私か
らのお祝いの言葉とさせていただきます。

御 挨 拶
釧路地方法務局

局 長 竹　村　啓　人



釧路土地家屋調査士会令和６年８月号 第126号

－ 5－

御 挨 拶
釧路司法書士会

会 長 佐 渡 正 幸

　本日ここ帯広の地におきまして、令和６年度、釧

路土地家屋調査士会の定時総会が、竹村釧路地方法

務局長をはじめ、ご来賓臨席のもと、盛大に開催さ

れますことを、心よりお慶び申し上げます。

　まずは、先週土曜日に開催いたしました当会の定

時総会に、大変ご多忙の中ご臨席いただきました松

田会長、誠にありがとうございました。また、懇親

会にもご参加いただき、楽しく有意義な時間を過ご

せたこと、そして様々な情報交換をさせていただき

ましたことに、感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。

　また、日頃より当会の運営並びに事業に際し、貴

会役員の皆様はじめ、会員の皆様には大変お世話に

なっておりますことを、この場をお借りして改めて

感謝御礼申し上げます。ありがとうございます。

　さて、本年４月１日より、いよいよ相続登記の申

請義務化が施行されました。現代の日本における重

大な社会問題である、「空き家・所有者不明土地問題」

の解決のために、国民に「登記の義務」を課す、大

変革が実施されたわけであります。我々司法書士は、

業界として史上初となるこの変革に、登記の専門家

として、市民の皆様に対して適切なアドバイスを行

い、代理人としてその申請義務をサポートすること

が、今まで以上に求められることになります。我々

司法書士が「身近な法律家」として市民が抱える相

続関係を取り巻く諸問題に真摯に対処し、そして信

頼される存在となるには、まずは相談会やセミナー

などを通して、その制度の周知徹底が重要であると

思っております。十分な周知活動を行うためには、

貴会並びに法務局様をはじめとする関係諸機関との

連携を強化していくことが肝要であると思っており

ます。特に土地の境界確定、分筆、合筆、建物の表

題、増築、滅失登記など、相続手続きの中から発生

してくる土地家屋調査士様に関わる業務が増大して

いくことが顕著であり、相続登記義務化のトータル

サポートとして、貴会の皆様とのより一層の連携を

お願い申し上げる次第です。

　結びになりますが、貴会並びに当会が、その使命

を今後も確りと果たした中で、新しい時代に向けて、

国民の期待により一層応え、そして士業としての更

なる信頼を積み重ね、共に制度発展のために、連携

を深められますことをお願い申し上げ、また貴会の

会員皆様のご健康とご多幸を心よりご祈念し、ご挨

拶とさせていただきます。本日は、誠におめでとう

ございます。ありがとうございました。
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瘧 師 敏 幸
釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会

総 会 挨 拶

理事長

　本日、令和６年度第39回定時総会を開催するにあ
たり、一言ご挨拶申し上げます。
　能登半島地震の発生から５月１日で４カ月です。
仮設住宅の建設が進む一方、避難所での暮らしを余
議なくされて、被災者の生活再建に向けた環境整備
をいかに進められるかが課題となっております。早
い復旧・復興をお祈り申し上げますと共に能登半島
地震に伴う支援金については北海道各協会からの支
出はないものの北公連から50万円を送金しておりま
す。
　桜の開花が全国で最も遅い根室市で、５月６日に
チシマザクラの開花宣言が発表され、これから少し
ずつ調査測量の外業がやり易い季節となり、皆様に
は何かとご多用のところ、本日の総会にご出席頂き、
誠にありがとうございます。
　また日頃から、当公嘱協会の運営活動につきまし
てご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げると
ころでございます。
　業務適正化費についてですが、今後の公嘱協会負
担分や、物価上昇に伴う法人会計の管理費増加に備
えるため、現行の業務適正化費のうち法務局受注分
について、５％から７％に変更になったことを令和
６年３月26日の第５回理事会に於いて質疑、異議な
く全会一致で承認を得たことを先ずご報告させて頂
きます。
　昨年10月１日よりインボイス制度が開始されまし
た。当協会も適格請求発行事業者の登録申請手続き
が完了し、社員の皆様に登録番号を通知しました。
業務報酬通知書を改正し免税事業者の方におかれま
しては、税額控除が出来ない消費税相当分を負担金
として差し引いたうえ業務報酬をお支払いしていま
す。尚、免税事業者の方にはインボイス経過措置と
して開始から３年間は80％の控除、その後３年間の
令和11年９月30日までは50％の控除となっておりま
す。インボイスの導入は事務処理の煩雑さが問題で
あります。
　令和６年度の北公連活動予定として予算に組込ん
であります、北海道文化放送でのテレビＣＭ放映は
昨年、当協会も協賛して30本のテレビ放送に参加い
たしました。これも公益社団法人としての目的・使

命を達成すべく、社会貢献し、変動する社会に対応
した柔軟な公益的事業とご理解いただけることと存
じ今後も参加して参ります。
　分離発注の啓発活動として登記嘱託情報と併せて
提供する地積測量図作成についての要望書を札幌公
嘱協会から札幌近郊の市町村へ石狩支所の４市、空
知支所の３市、後志支所の３町、日胆支所の４市と
３町の16市町に令和６年４月30日付けで提出いたし
ました。今後はどのような波及効果が生じるか不明
な部分もありますが当協会に於いても分離発注の準
備及び作業マニュアル作成を検討して参りますが社
員の協力が無くては出来ない事業でありますので宜
しくお願いします。
　公益目的事業であります地図作成作業の２年目作
業であります釧路市春採町地区の2,678筆の0.87㎢の
地域住民説明会が４月12日から13日の２日間で開催
されました。関係者の出席人数が約300人あり、所
有者は地図作成に高い関心を示しております。また、
今年度は帯広市緑ヶ丘地区（少年院周辺）0.60㎢の
登記所備付地図作成作業が予定されております。昨
年、基準点配点予定図の作成に係る業務支援業務に
於いては３級基準点６点と４級基準点の新点235点
を配点しております。社員の皆様には大変な御苦労
をかけますが都市の再生を図るための、重要な地図
作成で有ることから更なる御支援御協力賜りますよ
うお願いします。
　本日の通常総会の、審議事項として第１号議案で
令和５年度事業報告及び会務報告並びに収支決算報
告承認の４件、第２号議案は令和６年度事業計画
（案）並びに正味財産増減予算書（案）承認の２件、
を上程しおりますのでご審議の程宜しくお願いしま
す。
　最後になりましたが、本日提案しております各議
案の審議がスムーズにいきますよう、御協力をお願
いしますとともに、社員の皆様の今後ますますの御
健勝と御活躍・御発展を祈念いたしまして、総会の
開催に当たっての御挨拶といたします。
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　令和６年６月18日（火）～19日（水）にかけ、東
京ドームホテル（東京都文京区後楽一丁目３－61）
にて開催されました「日本土地家屋調査士会連合会 
第81回定時総会」に代議員として出席して参りまし
たのでご報告いたします。

総会初日（６月18日 13：30 ～）
　司会進行は、総務担当の市川栄二連合会理事（神
奈川会）が務められ、約一時間半の式典の後、議事
に入りました。
　式典最初に、この一年で他界された会員の方々の
ご冥福をお祈りし、黙祷が捧げられました。次に、
倫理綱領の唱和と調査士の歌の斉唱が行われました。
　その後、ご来賓の方々の入場があり、杉山浩志連
合会副会長（山口会）の開会の言葉、岡田潤一郎連
合会会長（愛媛会）の挨拶がありました。冒頭、ご
来賓の方々を始め、出席した各会会長・代議員の方々
へ感謝を述べられ、本年１月１日に発生した能登半
島地震で被災された方々へのお見舞いの意を表され
るとともに、「連合会としても、自治体による被災
建物の公費解体に関し、建物性の有無を判断できる
唯一の資格者として、土地家屋調査士の視点の活用
を提案しつつ被災された方々に寄り添う活動を展開
することが求められている」とお話されました。
　次に、法務大臣表彰状授与があり、全国で20名の
方々が授与されました。連合会長表彰状授与・感謝
状授与については、既に各単位会の総会で行われた
旨の報告のみありました。その後、小泉龍司法務大
臣よりご祝辞を賜り（竹内努法務省民事局長代読）、
ご来賓の紹介と祝電披露がありました。
　ご来賓の方々の退場で式典は終了し、議長選出、
議事録署名者の指名が行われました。議長には、眞
田太岡山会会長と、大竹正晃神奈川会会長の２名が
選出され、初日は眞田議長が進行を務められました。
議事録署名者には、芦澤武山梨会会長、猪飼健一長

野会会長の２名が指名されました。
　その後、総括の報告が岡田会長よりあり、続いて
各担当部長より会務報告がなされ、事前に寄せられ
た質問・要望をもとに、質疑応答がなされました。
次に、議事に入り、第１号議案（イ）令和５年度一
般会計収入支出決算報告承認の件、（ロ）令和５年
度特別会計収入支出決算報告承認の件、第２号議案 
会館特別会計の廃止及び一般会計の会館拡充準備金
の取崩し並びに日本土地家屋調査士会連合会特別会
計規程の一部改正（案）審議の件が、一括上程され、
これも事前に寄せられた質問・要望を元に質疑応答
が行われ、賛成多数で承認されました。続いて、第
３号議案 令和６年事業計画（案）審議の件、第４
号議案（イ）令和６年度一般会計収入支出予算（案）
審議の件、（ロ）令和６年度特別会計収入支出予算
（案）審議の件が一括上程され、この日は、岡田会
長の、令和６年度 事業方針大綱（案）の発表でこ
の日の議事を終えました。

懇親会（６月18日 18：30 ～）
　懇親会は立食形式で行われ、最初に岡田会長の挨
拶がありました。逢坂誠二議員連盟会長をはじめ、
山口那津男議員連盟顧問や、高市早苗内閣府特命担
当大臣等、多くの国会議員の方々のご出席を賜り、
挨拶とお祝いの言葉をいただきました。

総会２日目（６月19日 ９：15 ～）
　２日目は、神奈川会の大竹会長が議長を務められ
ました。昨日に続いて、各部より事業計画と予算案
の発表があり、質疑応答の後、賛成多数で承認され
ました。最後に、三戸靖史連合会副会長（青森会）
の閉会の言葉をもって終了しました。

日調連定時総会出席報告

中 村 浩 司
釧路土地家屋調査士会　　　　　　　

副 会 長
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１　令和６年５月17日、主に離婚後の子の養育に関
する民法改正法が成立しました。報道では「離婚
後の共同親権の導入」ばかりが取り上げられ、あ
まり注目されていませんが、「養育費（子の監護
に要する費用）」に関しても大きな改正がありま
した。
　　今回は、「養育費支払請求権の保護の強化」に
関する法改正を取り上げます。紙幅が限られてい
るため、要点の紹介にとどまり、厳密さを欠いて
いることはご了承ください。
２　「法定養育費」
　　養育費の金額は、離婚時に父母が協議して定め
るのが原則です（民法766条１項）。父母間で協議
が調わないときは、家庭裁判所が定めます（同条
２項）。
　　家庭裁判所が養育費を定める場合の具体的な算
定方法は、法令には明記されていません。養育費
の算定に当たっては、最高裁判所が「平成30年度
司法研究」の結果としてホームページで公表して
いる「改訂標準算定表」と呼ばれる資料が広く用
いられています。子の年齢と数によって表が分か
れており、該当する表に権利者・義務者双方の収
入を当てはめると目安額がわかる仕組みになって
います。
　　問題は、離婚時に父母が養育費の金額を定めて
いない場合です。現在の家庭裁判所の実務は、離
婚時に養育費の金額を定めていない場合、養育費
の支払義務は「請求があったとき」に具体化した
扱いとされ、離婚から請求時までに発生していた
はずの養育費をさかのぼって請求することを認め
ていません。その結果、離婚時から請求時まで時
間が経っていた場合、その間の養育費の回収を諦
めざるを得ない実情にありました。
　　この問題を解消するため、「法定養育費」の制
度が設けられました。「法定養育費」とは、父母
間で養育費の合意がないときでも、「父母の扶養

を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する
標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数
に応じて法務省令で定めるところにより算定した
額」（改正後民法766条の３第１項）を「養育費額」
とする制度です。これにより、合意の有無や請求
の時期に関わらず、「離婚時」から一定の養育費
支払請求権が認められることとなります。なお、
令和６年７月15日時点では法務省令は制定されて
おらず、「法定養育費」の具体的算定方法は明ら
かにはなっていません。
３　一般先取特権の付与
　　現在は、養育費の合意があったとしても、義務
者が支払を怠ったからといって直ちに給料や財産
の差押えをすることはできません。養育費支払請
求権の存在が公的に認められていることを示す
「債務名義」と呼ばれる文書（調停調書、審判書、
執行受諾文言付公正証書等。民事執行法22条）が
必要です。「債務名義」を取得するには、離婚時
に「公正証書」を作成して養育費を定めるのが最
も迅速簡便ですが、それができない場合、家庭裁
判所で調停・審判手続をとる必要があります。そ
の結論が出て、「債務名義」を得るためには数か
月単位の時間を要します。
　　そこで、養育費支払請求権に「一般先取特権」
が付与されることとなりました（改正後民法306
条３号）。「先取特権」とは、他の一般債権に先立
って弁済を受ける権利（法定担保物権）で、法律
の定める一定の類型の債権について認められてい
ます。先取特権が付与されると、「担保権の実行」
として差押等ができるようになり、「先取特権の
ある債権であること」を証明する文書（父母間の
合意書等）を執行裁判所に提出することにより、
「債務名義」がなくても給料や財産の差押が可能
となります。「債務名義」を取得する費用や時間
を省くことが可能になり、養育費支払請求権の行
使が容易になる見込みです。

「養育費支払請求権の保護の強化
　　～「法定養育費」導入と先取特権付与～

簑 島 弘 幸
釧路弁護士会　　　　　　　

当会顧問弁護士
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《 会 の う ご き 》
自　令和６年２月～至　令和６年７月

月 日 主　要　事　項 開 催 場 所 開 催 時 間 備　　　　　　　　考

2 2 全国広報担当者向けセミナー 電 子 会 議 室（WEB） 13:00 ～ 16:20 佐渡常任理事

3 土地家屋調査士受験ガイダンス 札 幌 会 会 議 室 11:00～・14：30～・15:30～ 松田会長

8 調査士法違反実態調査　十勝支部 帯 広 支 局 　９:00 ～ 16:00 十勝支部12名　

9 調査士法違反実態調査　オホーツク支部 北 見 支 局 　９:00 ～ 16:00 オホーツク支部４名　

15 全国広報担当者向けセミナー 電 子 会 議 室（WEB） 13:00 ～ 16:20 佐渡常任理事

16 函館土地家屋調査士会研修会 桐朋会館・各事務所 14:00 ～ 17:00 奥田理事

27 登記基準点測量に関する研修会 札 幌 会 会 議 室 13:30 ～ 16:30 長岡常任理事・奥田理事

3 6 常任理事会 各会場（ＷＥＢ会議） 14:00 ～ 17:00 丸尾・野田・中村・横山・長岡・河合

8 札幌土地家屋調査士会研修会 札幌東急REIホテル・各事務所（WEB） 13:00 ～ 17:00

17 オホーツク支部表示登記無料相談会 北 見 市 民 会 館 10:00 ～ 16:00 支部２名参加

22 令和５年度北海道ブロック新人研修 札 幌 会 会 議 室 13:30 ～ 17:00 釧路会12名受講　松田会長・坂下業務適正化推進員（～ 15：30）

〃 業務適正化推進委員会 札 幌 会 会 議 室 15:30 ～ 17:30 坂下業務適正化推進委員

23 令和５年度北海道ブロック新人研修 札 幌 会 会 議 室  ９:00 ～ 12:10 釧路会12名受講　松田会長

26 法務局ご挨拶 釧 路 地 方 法 務 局 13:30 ～ 13:40 松田・野田・瘧師

4 2 管理会社との打合せ 事 務 局 会 議 室 15:30 ～ 16:30 松田会長・野田副会長

10 会計監査 事 務 局 会 議 室 10:00 ～ 13:00 前田・福田・松田・野田

〃 常任理事会 各会場（ＷＥＢ会議） 14:00 ～ 17:00 松田・野田・中村・横山・長岡・河合・佐渡

16 法務局地図作成事業の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針に関する説明会 電 子 会 議 室（WEB） 17:00 ～ 18:30 横山副会長

24 第１回支部長会議 各 支 部 会 場 14:00 ～ 14:30 支部長３名　本会４名　

〃 第１回理事会 〃 14:30 ～ 17:00 役員14名　オブザーバー３名

5 18 釧路司法書士会定時総会 ホテルグランテラス帯広 13:00 ～ 14:00 松田会長

22 登録交付式 事 務 局 会 議 室 13:30 ～ 14:00 松田会長・野田副会長　新入会員　久保信行

24 定時総会 ホテルグランテラス帯広 15:00 ～ 17:30 本人出席53名　委任状19名　

31 業務適正化推進委員会 札 幌 会 会 議 室 15:30 ～ 17:30 坂下業務適正化推進委員

6 7 第２回支部長会議 十勝ガーデンズホテル（帯広） 14:00 ～ 14:30 支部長３名　本会４名　

〃 第２回理事会 〃 14:30 ～ 17:30 役員13名　オブザーバー２名

12 家と土地の登記無料相談会 池田町社会福祉センター 14:00 ～ 17:00 小野寺会員

15 土地家屋調査士登録事務取扱事務の説明会 事 務 局 会 議 室 15:00 ～ 16:30 事務局員１名

20 連合会定時総会 東 京 ド ー ム ホ テ ル 13:30 ～ 18:00 松田会長・中村代議員　

21 　　　〃 〃   ９:30 ～ 12:00 松田会長・中村代議員　

28 ブロック協議会役員会 札 幌 会 会 議 室 15:00 ～ 17:30 松田会長・横山副会長

7 12 広報部会 事 務 局 会 議 室 10:00 ～ 12:00 中村・佐渡・澤田・丸尾慶樹

26 ブロック協議会定時総会 OMO７旭川by星野リゾート 15:30 ～ 18:00 釧路会７名

27 ブロック協議会担当者会議 〃   ９:15 ～ 12:00 釧路会８名

30 登録交付式 事 務 局 会 議 室 13:30 ～ 14:00 松田会長・野田副会長　新入会員　野村　亘
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　本号の発行に際しまして、ご多忙のところ多くの方々にご寄稿頂いたこと、広報部一同厚く
御礼申し上げます。
　私が住む十勝地方の夏は、年を追うごとに厳しさが増しているように感じます。皆様がお住
いの地域もきっと同じなのでしょう。朝のニュースを見て真夏日・猛暑日の予報が出ていれば、
入るはずだった現場の予定をずらすこともあります。現場に出ることが多い職業ですから、で
きるかぎりの暑さ対策・水分補給・こまめな休憩で体調管理を万全にして暑い夏を乗り切りま
しょう。（丸尾）
　　　

広 報 部 長　　佐渡　真弓
広報担当理事　　中村　浩司　　澤田　　武　　丸尾　慶樹

十勝支部　　　久　保　信　行　会員
令和６年５月10日登録
事務所所在地　帯広市東２条南９丁目６番地
生年月日　　　昭和51年４月23日
電話番号　　　０１５５－２０－１５７７

十勝支部　　　野　村　　　亘　会員
令和６年７月１日登録
事務所所在地　帯広市西四条南３丁目８番地２
生年月日　　　平成８年１月２日
電話番号　　　０８０－１９７２－０８１２

新 入 会 員

≪会員数　令和６年７月１日現在　73名≫

《登録事項変更》

《会 員 異 動》

編 集 後 記
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斜め観測の手軽さが測量作業効率を大きく変え
A New Angle of Productivity

Trimble® R12i GNSSシステムは、圧倒的な GNSS性能・スピー
で生産性への新しい“アングル”を提案します。
画期的なTrimble ProPoint™ RTK測位エンジンに、最新のTrimb
チルト補正技術を掛け合わせることで、観測ポールの整準の手間
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になります。
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株式会社旭川システムサービス
〒078-8217
旭川市7条通19丁目左8号
TEL:0166-33-3900 / FAX：0166-33-5201
http://asspythagoras.com

アイザック株式会社
〒065-0019
札幌市東区北19条東4丁目2番2号
TEL:011-733-3577 / FAX：011-721-3233
https://www.aizax.com


